
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
（
以
下
「
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。)

が
御
高
齢
と
な
っ

て
お
り
、
一
刻
の
猶
予
も
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
時
金
の
支
給
に
つ
い
て
効
果
的
な
広
報
を
早
急
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、

広
報
の
実
施
に
際
し
て
は
、
障
害
種
別
に
応
じ
て
、
分
か
り
や
す
い
文
章
、
点
字
、
手
話
な
ど
、
情
報
提
供
の
在
り
方
を
工

夫
し
、
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
、
家
族
及
び
関
係
者
に
情
報
が
行
き
渡
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
時
金
支
給
制
度
の
相
談
窓
口
に
お
い
て
、
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
等
が
身
近
で
安
心
し
て

相
談
で
き
る
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
相
談
が
一
時
金
の
「
請
求
受
付
」
に
つ
な
が
る
よ
う
、
優
生
手
術
等

を
受
け
た
者
等
の
話
を
丁
寧
に
把
握
し
、
関
連
す
る
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
機
関
・
福
祉
施
設
等
と
緊
密
な
連

携
を
す
る
こ
と
。 

 

三 

一
時
金
の
水
準
等
を
含
む
今
後
の
対
応
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
当
事
者
か
ら
の
要
望
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
不
断
の
検

討
及
び
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
に
係
る
資
料
が
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
の
被
害
状
況
を
証
明
す
る
た
め
に
重
要

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
は
、
資
料
の
破
棄
な
ど
を
行
わ
ず
そ
の
保
管
・
保
全
を
徹
底
す
る
よ
う
地
方
公
共
団
体
、
医
療
機

関
・
福
祉
施
設
等
に
改
め
て
通
知
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 


